
パブリックコメント手続実施要項
作成日：令和６年(2024 年)８月 日

案件の名称
粟生間谷東八丁目（大阪大学箕面キャンパス跡地）地区における

都市計画変更等について

パブリックコメント手続

実施の目的

都市計画の変更等及び箕面市景観計画等の変更に関する案を

作成するにあたり、素案の段階で広く市民のみなさまの声を聴き、

意見を反映させる（都市計画法第１６条第１項、景観法第９条第１

項、第８項及び箕面市都市景観条例第 8条第５項）

実施部局名 みどりまちづくり部 まちづくり政策室

（問い合わせ先） みどりまちづくり部 まちづくり政策室 （電話：072-724-6810）

パブリックコメントの

対象となる資料

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

北部大阪都市計画用途地域の変更 素案

北部大阪都市計画高度地区の変更 素案

北部大阪都市計画防火地域及び準防火地域の変更 素案

北部大阪都市計画粟生間谷東八丁目（大阪大学箕面キャン

パス跡地）地区地区計画の決定 素案（たたき台）

北部大阪都市計画特別用途地区の変更 素案

都市景観形成地区の指定（粟生間谷東八丁目（大阪大学箕

面キャンパス跡地）地区） 素案

参考資料
（７） 粟生間谷東八丁目（大阪大学箕面キャンパス跡地）地区に

おける都市計画変更等について

閲覧方法と閲覧場所

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

（７）

（８）

市ホームページ

（https://www.city.minoh.lg.jp/machi/osakadaigakuatochi.ht

ml）

みどりまちづくり部 まちづくり政策室

（箕面市役所 別館４階 ４９番窓口）

行政資料コーナー （箕面市役所 別館１階 12 番窓口）

箕面市役所豊川支所、止々呂美支所

総合保健福祉センター

西南生涯学習センター

中央・船場・東図書館

みのお市民活動センター

※（２）～（４）は、市役所開庁日の８時４５分から１７時１５分まで

※（５）～（８）は、施設の開館日、開館時間



意見等の提出期間
  令和６年(2024 年)8 月 28 日から 9 月 26 日まで（郵便の場合は

消印有効）

意見等の提出方法

  次のうちいずれかの方法で提出してください。

（１）

（２）

（３）

（４）

閲覧場所の窓口への提出

郵便による送付

ファクシミリによる送付

電子申請システム（LoGo フォーム）による送付

※閲覧場所の窓口に意見書のひな形をご用意していますの

で、ご利用ください。

（自由な形式で提出していただいてもかまいません。）

意見等を提出

できるかた

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

（６）

（７）

本市にお住まいのかた

本市に事務所又は事業所がある事業者

本市にある事務所又は事業所に勤務しているかた

本市にある学校に在学しているかた

本市に対して納税義務を有しているかた

上記（１）から（５）に該当するかたで構成された団体

箕面市域内の土地の所有者その他利害関係を有するかた

意見等を提出する際の

必要記載事項

（１）

（２）

（３）

意見を提出しようとする素案の名称

氏名及び住所（上記の「意見等を提出できるかた」のうち（２）

～（５）に該当するかたにあたっては名称及び所在地、（６）に

該当する団体にあっては、団体名及び団体事務局所在地）

上記の「意見等を提出できるかた」のうち、該当する区分

提出された意見等及び

市の考え方の公表方法

お寄せいただいたご意見は、住所・氏名などの個人情報を除き、類

似のご意見などは集約させていただいた上で、そのご意見に対す

る市の考え方と対応も含めて、「閲覧方法と閲覧場所」に記載の方

法・場所で公表します。なお、意見提出者への個別回答はいたしま

せんのでご了承ください。また、個人情報については他の目的で利

用することはありません。

備考

LoGo フォーム

Q R コ ー ド



パブリックコメント手続 意見書

件名（素案の名称）
粟生間谷東八丁目（大阪大学箕面キャンパス跡地）地区における都市

計画変更等について

提出者

住 所

（所在地）

氏 名

（名 称）

「意見等を提出できるか

た」のうち、該当する区分

（あてはまる番号に○を

つけてください。）

（１）本市にお住まいのかた

（２）本市に事務所又は事業所がある事業者

（３）本市にある事務所又は事業所に勤務しているかた

（４）本市にある学校に在学しているかた

（５）本市に対して納税義務を有しているかた

（６）上記（１）から（５）に該当するかたで構成された団体

（７）箕面市域内の土地の所有者その他利害関係を有するかた

意見・提言など



パブリックコメント資料 目次

（都市計画）

１ 北部大阪都市計画用途地域の変更 素案

２ 北部大阪都市計画高度地区の変更 素案

３ 北部大阪都市計画防火地域及び準防火地域の変更 素案

４ 北部大阪都市計画粟生間谷東八丁目（大阪大学箕面キャンパス跡地）地区

地区計画の決定 素案（たたき台）

５ 北部大阪都市計画特別用途地区の変更 素案

（景観計画）

６ 都市景観形成地区の指定（粟生間谷東八丁目（大阪大学箕面キャンパス跡地）

地区） 素案

（参考資料）

７ 粟生間谷東八丁目（大阪大学箕面キャンパス跡地）地区における都市計画

変更等について



１ 北部大阪都市計画用途地域の変更 素案



北部大阪都市計画用途地域の変更(箕面市決定)

都市計画用途地域を次のように変更する。

「種類、位置及び区域は計画図表示のとおり」

種類 面積
建築物の

容積率

建築物の

建蔽率

外壁の後退

距離の限度

建築物の

敷地面積の

最低限度

建築物

の高さ

の限度

備考

第一種低層

住居専用地域

小 計

約 104ha

約 236ha

約 342ha

約 682ha

10/10 以下

10/10 以下

15/10 以下

5/10 以下

5/10 以下

6/10 以下

敷地境界線

の道路に接

する部分を

除き 1.5ｍ
－

10ｍ

10ｍ

10ｍ

5.2％

11.7％

17.0％

33.9％

第二種低層

住居専用地域

小 計

約 4.1ha

約 4.1ha

15/10 以下 6/10 以下

－ －

10ｍ 0.2％

0.2％

第一種中高層住

居専用地域

小 計

約 414ha

約 414ha

20/10 以下 6/10 以下

－ － －

20.6％

20.6％

第二種中高層住

居専用地域

小 計

約 415ha

約 53ha

約 468ha

20/10 以下

15/10 以下

6/10 以下

6/10 以下 － － －

20.7％

2.7％

23.4％

第一種住居地域

小 計

約 39ha

約 39ha

20/10 以下 6/10 以下
－ － －

2.0％

2.0％

第二種住居地域

小 計

約 124ha

約 124ha

20/10 以下 6/10 以下
－ － －

6.2％

6.2％

準住居地域

小 計

約 65ha

約 65ha

20/10 以下 6/10 以下
－ － －

3.3％

3.3％

近隣商業地域

小 計

約 3.1ha

約 39ha

約 42ha

20/10 以下

30/10 以下

8/10 以下

8/10 以下 － － －

0.2％

1.9％

2.1％

商業地域

小 計

約 82ha

約 33ha

約 53ha

約 168ha

30/10 以下

40/10 以下

60/10 以下

8/10 以下

8/10 以下

8/10 以下
－ － －

4.1％

1.6％

2.6％

8.3％

合 計 約 2,006ha － － － 100％



理 由

本市の粟生間谷東八丁目（大阪大学箕面キャンパス跡地）

地区は、都市機能の集積が進められる彩都に隣接したポテン

シャルの高いエリアであると同時に、近隣の住環境との調和

が求められるエリアである。

今般、この地域が持つ特性を生かして、より計画的かつ合

理的な土地利用を促進し、周辺地域及び本市全体の魅力向上

に繋げるため、粟生間谷東八丁目（大阪大学箕面キャンパス

跡地）地区において用途地域の変更を行うものである。



谷東谷東

２住居

２中高

２住居

１低専

粟生間谷東八丁目地区
地区計画区域

近 商

商 業

総 括 図

Ｓ＝１／１０，０００

令 和 ６ 年 度

北部大阪都市計画

用途地域の変更

(箕面市決定）



第二種住居地域

第一種低層住居専用地域

100

50

地域界の種類 表示

第一種低層住居専用地域

道路、河川等の地形、地物による地域界

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第二種住居地域

商業地域

凡

例

道路、鉄軌道等からの後退線、その他の

見通し線による地域界
100
50

第二種低層住居専用地域

第一種住居地域

準住居地域

近隣商業地域

100
50

150
60

外壁後退：敷地境界線より1.5m以上
（道路に接する部分を除く）

150
60

建築物の高さの制限10ｍ

建築物の
高さの
制限10ｍ

200
60

200
80

300
80

300
80

400
80

600
80

200

60

計画図

令和６年度
北部大阪都市計画
用途地域の変更
（箕面市決定）

Ｓ＝１／２，５００

市　　街　　化　　区　　域　　界

行　　　政　　　区　　　域　　　界

300

80

商業地域

200

60

第二種中高層住居専用地域

近隣商業地域

200

80



２ 北部大阪都市計画高度地区の変更 素案



北部大阪都市計画高度地区の変更(箕面市決定)

都市計画高度地区を次のように変更する。

種別 面積 建築物の高さの最高限度 備考

高度地区

(第１種) 約 638ha

建築物の各部分の高さ（地盤面からの高さによる。以下同じ。）

の最高限度は、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣

地境界線までの真北方向の水平距離に 0.6を乗じて得たものに
５メートルを加えたものとする。

高度地区

(第２種) 約 19ha

１ 建築物の高さの最高限度は、12メートルとする。
２ 建築物の各部分の高さの最高限度は、当該部分から前面道

路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平

距離に 0.6を乗じて得たものに５メートルを加えたものと
する。

高度地区

(第３種) 約 669ha

１ 建築物の高さの最高限度は、12メートルとする。
２ 建築物の各部分の高さの最高限度は、当該部分から前面道

路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平

距離に 0.6を乗じて得たものに 10メートルを加えたものと
する。

高度地区

(第４種) 約 276ha

１ 建築物の高さの最高限度は、16メートルとする。
２ 建築物の各部分の高さの最高限度は、当該部分から前面道

路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平

距離に 0.6を乗じて得たものに 10メートルを加えたものと
する。

高度地区

(第５種) 約 12ha 建築物の高さの最高限度は、16メートルとする。

高度地区

(第６種)
約 206ha

１ 建築物の高さの最高限度は、22メートルとする。
２ 建築物の各部分の高さの最高限度は、当該部分から前面道

路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平

距離に 0.6を乗じて得たものに 10メートルを加えたものと
する。

高度地区

(第７種)
約 38ha 建築物の高さの最高限度は、22メートルとする。

高度地区

(第８種)
約 149ha 建築物の高さの最高限度は、31メートルとする。

合計 約 2,007ha
（適用の除外）

１．ただし、都市計画法（昭和 43年法律第 100号）の規定によ
り定められた一団地の住宅施設若しくは市街地再開発事業の

区域内に建築される建築物、同法の規定により行われる都市

計画事業の施行として建築される建築物、住宅地区改良法（昭

和 35年法律第 84号）第２条第１項に規定する住宅地区改良
事業により建築される建築物又は次に該当する建築物につい

てはこの限りでない。



建築基準法（昭和 25年法律第 201号。以下「法」という。）
第３条第２項の規定により法第 58条の規定の適用を受けず
その適用を受けない期間の始期（以下「基準時」という。）に

おける敷地内において、不適合部分を増加させない範囲で増

築及び改築を行う建築物で、増築後の延べ面積の合計が基準

時における面積の合計の 1.2倍を超えないもの及び改築に係
る部分の床面積の合計が 50平方メートルを超えず、かつ、
基準時における延べ面積の合計の２分の１を超えないもの。

（制限の緩和）

２．本制限の適用に際しては次の各号の定めるところによる。

（１）北側の前面道路の反対側に水面、線路敷その他これらに

類するものがある場合又は建築物の敷地が北側で水面、線

路敷その他これらに類するものに接する場合においては、

当該前面道路の反対側の境界線又は当該水面、線路敷その

他これらに類するものに接する隣地境界線は、当該水面、

線路敷その他これらに類するものの幅の２分の１だけ外側

にあるものとみなす。

（２）建築物の敷地の地盤面が北側の隣地（北側に前面道路が

ある場合においては、当該前面道路の反対側の隣接地をい

う。以下この項において同じ。）の地盤面（隣地に建築物が

ない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。次項

において同じ。）より１メートル以上低い場合においては、

その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から１メートル

を減じたものの２分の１だけ高い位置にあるものとみな

す。ただし、建築物の高さの最高限度については適用しな

い。

（３）建築基準法施行令（昭和 25年政令第 338号。）第 131条
の２第２項の規定により計画道路又は予定道路を前面道路

とみなす場合においては、その計画道路又は予定道路内の

隣地境界線は、ないものとみなす。

（４）法第 86条第１項から第４項の規定（法第 86条の２第８
項において準用する場合を含む。）の適用により、特定行政

庁が同一敷地内にあるものとみなすことを認めた建築物

は、この規定についても同一敷地内にあるものとみなす。

（５）建築物の高さの最高限度については、階段室、昇降機塔、

装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上

部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の８分

の１以内の場合においては、その部分の高さは、５メート

ルまでは、当該建築物の高さに算入しないものとする。



「位置及び区域は計画図表示のとおり」

（許可による特例）

３．次の各号の一に該当し、市長が建築審査会の意見を聴いて

許可した場合においては、当該各号に定めるものとする。

（１）市長が市街地環境の ①第２種高度地区及び第３種

整備向上に資すると 高度地区においては、建築

認める建築物 物の高さの最高限度は１６

メートル

②第４種高度地区及び第５種

高度地区においては、建築物

の高さの最高限度は２２メ

ートル

③第６種高度地区及び第７種

高度地区においては、建築物

の高さの最高限度は３１メー

トル

④第８種高度地区においては、

建築物の高さの最高限度は適

用しない

（２）基準時における敷 建築物の高さの最高限度は、

地内において、不適 不適合部分を増加させない

合部分を有する建築 範囲とする

物の再度の新築で、

敷地の形状等から市

長がやむを得ないと

認めるもの

（３）市長が公益上やむ 建築物の高さの最高限度

を得ないと認め、又 及び建築物の各部分の高

は周囲の環境を害す さの最高限度は適用しな

るおそれがなく、か い

つ、建築物の用途上

やむを得ない、若し

くは土地の状況によ

りやむを得ないと認

める建築物



理 由

本市の粟生間谷東八丁目（大阪大学箕面キャンパス跡地）

地区は、都市機能の集積が進められる彩都に隣接したポテン

シャルの高いエリアであると同時に、近隣の住環境との調和

が求められるエリアである。

今般、この地域が持つ特性を生かして、より計画的かつ合

理的な土地利用を促進し、周辺地域及び本市全体の魅力向上

に繋げるため、粟生間谷東八丁目（大阪大学箕面キャンパス

跡地）地区において高度地区の変更を行うものである。



第六種
第八種第六種

第一種

第六種

第三種

第六種第一種第一種

第八種

総 括 図

Ｓ＝１／１０，０００

令 和 ６ 年 度

北部大阪都市計画

高度地区の変更

(箕面市決定）



第一種高度地区

計画図

令和６年度
北部大阪都市計画
高度地区の変更
（箕面市決定）

Ｓ＝１／２，５００

第八種高度地区

第六種高度地区

第一種高度地区

凡　　例

第六種高度地区

第八種高度地区

第一種高度地区



３ 北部大阪都市計画防火地域及び準防火地域の変更 素案



北部大阪都市計画防火地域及び準防火地域の変更(箕面市決定)

都市計画防火地域及び準防火地域を次のように変更する。

「位置及び区域は計画図表示のとおり」

種類 面積 備考

防火地域

準防火地域

約１６６ha

約４４ha



理 由

本市の粟生間谷東八丁目（大阪大学箕面キャンパス跡地）

地区において、用途地域の変更を行うことから、都市の不燃

化を促進するため、本案のとおり防火地域及び準防火地域を

変更しようとするものである。



２住居

２中高

２住居

１低専

粟生間谷東八丁目地区
地区計画区域

近 商

商 業

総 括 図

Ｓ＝１／１０，０００

令 和 ６ 年 度

北部大阪都市計画

防火・準防火地域の変更

(箕面市決定）



計画図

令和６年度
北部大阪都市計画
防火・準防火地域の変更
（箕面市決定）

Ｓ＝１／２，５００

準防火地域

＜凡　例＞

防火地域



４ 北部大阪都市計画粟生間谷東八丁目（大阪大学箕面キャンパス跡地）地区

地区計画の決定 素案（たたき台）



北部大阪都市計画地区計画の決定(箕面市決定)

北部大阪都市計画粟生間谷東八丁目（大阪大学箕面キャンパス跡地）地区地区計画を次のように決定する。

１．地区計画の方針

名 称 粟生間谷東八丁目（大阪大学箕面キャンパス跡地）地区地区計画

位 置 大阪府箕面市粟生間谷東八丁目地内

面 積 約 14.0ha

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
の
方
針

地区計画の

目標

本地区は、移転した大阪大学の跡地であり、彩都（国際文化公園都市）とも隣接した土地
で、教育や文化振興を養う環境が整った地域であるとともに、地区の主要道路である茨木箕
面丘陵線や国土軸である新名神高速道路や電力会社変電所と近接した、交通利便性および電
力供給能力の高い地域でもある。一方で、地区の背景となる北摂山系の山なみや、川合裏川
および緑地などの自然環境に恵まれており、地区周辺には良好な住宅地が形成されている。
本地区では、周辺の自然環境や住宅地との調和を図りつつ、交通利便性や電力供給、彩都

との立地性等の地区のポテンシャルを活かし、大学移転後の地域の活性化の要素となり得る
教育施設、商業施設および多様な都市機能を支える業務系施設を基本とした良好な市街地の
形成を目指す。

土地利用の

方針

地区計画の目標を実現するため、地区を区分してそれぞれ次のような土地利用を図る。

１．国際教育地区
彩都（国際文化公園都市）に隣接した地区としてふさわしい市街地を形成するため、国

際的な人材が集まり、地域の文化振興を生み出す教育施設等を集積し、本市の新たな国際
的な賑わいを支える都市機能を積極的に導入する。

２．施設導入地区
周辺地域との調和を前提に、立地を活かしたデータセンターとしての土地利用を図る。

３．商業にぎわい地区
地域の新たな集客・賑わいの創出に向けて、主に周辺住民の生活利便性向上に資する身

近な商業機能を導入する。

４．地域交流地区
周辺住民の潤いと賑わいのある日常生活の創出に向けて、地域の新たな交流を生み出す

交流館やオープンスペースを導入する。

地区施設の
整備の方針

１．周辺環境と調和した良好な環境の形成を図るため、緩衝緑地を配置する。
２．周辺地域の利便性向上を図るため、区画道路及び公園を配置する。

建築物等の

整備の方針

地区計画の目標及び土地利用の方針に基づき、各々の地区にふさわしい土地利用とまちな
み形成が図られるよう、建築物等に関する制限を定める。

１．国際教育地区
地区全体として周辺と調和しつつ、主に教育施設の立地を想定し、ゆとりある市街地空



間の形成を図るため、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置、
建築物の高さの最高限度の制限を定める。

２．施設導入地区
地区全体として周辺地域と調和しつつ、主にデータセンターの立地を想定し、広がりの

ある道路空間など快適な環境の形成を図るため、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面
積の最低限度、壁面の位置、建築物の高さの最高限度の制限を定める。

３．商業にぎわい地区
地区全体として周辺地域と調和しつつ、主に商業施設の立地を想定し、賑わいや活力の

ある環境の形成を図るため建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の
位置、建築物の高さの最高限度の制限を定める。

４．地域交流地区
地区全体として周辺地域と調和しつつ、主に交流施設の立地を想定し、ゆとりある環境

の形成を図るため、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置、
建築物の高さの最高限度の制限を定める。



２．地区整備計画

地

区

整

備

計

画

地区施設の配置

及び規模

公園
1号公園 約 1,700 ㎡

2 号公園 約 1,900 ㎡

区画道路 区画道路１号 幅員約 12m 延長約 840m

緩衝緑地
１号緩衝緑地 約 7,800 ㎡ ※連絡通路含む

２号緩衝緑地 約 4,700 ㎡ ※連絡通路含む

地区の区分 国際教育地区 商業にぎわい地区 施設導入地区 地域交流地区

面積 約 3.2ha 約 2.4ha 約 6.8ha 約 1.5ha

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項

建築物等の

用途の制限

次に掲げる建築物
は、建築してはなら
ない。
１．住宅
２．兼用住宅
３．老人ホーム、福
祉ホームその他これ
らに類するもの
４．老人福祉センタ
ー、児童厚生施設そ
の他これらに類する
もの
５．病院
６．自動車教習所
７．ホテル、旅館
８．カラオケボック
スその他これらに類
するもの
９．マージャン屋、
ぱちんこ屋、射的
場、勝馬投票券発売
所、場外車券売場そ
の他これらに類する
もの
１０．工場
１１．農産物の生
産、集荷、処理又は
貯蔵に供するもの
１２．農業の生産資
材の貯蔵に供するも
の
１３．届出住宅（住
宅宿泊事業法第２条
第５項の届出住宅を
いう。以下同じ。）

次に掲げる建築物
は、建築してはなら
ない。
１．住宅
２．共同住宅、寄宿
舎、下宿
３．兼用住宅
４．学校
５．図書館
６．神社、寺院、教
会その他これらに類
するもの
７．建築基準法別表
第二（い）項第九号
に規定するもの
８．自動車教習所
９．ホテル、旅館
１０．ボーリング
場、スケート場、水
泳場その他これらに
類する建築基準法施
行令第１３０条６の
２に定めるもの
１１．マージャン
屋、ぱちんこ屋、射
的場、勝馬投票券発
売所、場外車券売場
その他これらに類す
るもの
１２．カラオケボッ
クスその他これに類
するもの
１３．劇場、映画
館、演芸場若しくは
観覧場又はナイトク
ラブその他これに類
する建築基準法施行
令第１３０条７の３
に定めるもの
１４．建築基準法別
表第二（と）項第六
号に掲げるもの
１５．倉庫業を営む

次に掲げる建築物
以外の建築物は、建
築してはならない。
１．事務所、倉庫
（データセンターの
用に供するもの）
２．危険物貯蔵又は
処理に供するもの
（建築基準法別表第
二（ぬ）項第四号に
規定するものを除
く）
３．保育所（事業所
内保育施設に限る）
４．前各号の建築物
に附属する建築物

次に掲げる建築物
以外の建築物は、建
築してはならない。
１．店舗、事務所そ
の他これらに類する
もの（建築基準法別
表第２（に）項第三
号、（ほ）項第二号
及び第三号、（へ）
項第三号、（り）項
第二号及び第三号に
掲げる建築物を除
く）
２．保育所
３．建築基準法施行
令第２条第１項第四
号イに掲げる建築物
４．前各号の建築物
に附属する建築物



倉庫
１６．自動車修理工
場
１７．届出住宅

建築物の

敷地面積の

最低限度

500 ㎡ 200 ㎡ 2,000 ㎡ 150 ㎡

ただし、公益上必要な建築物の敷地として使用する土地についてはこの限りでない。

壁面の位置
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は計画図に示す部分につ
いて 2.0ｍ以上とする。

建築物の高

さの最高限

度

22m 22m 31m 12m

「区域、地区整備計画の区域及び壁面の位置の制限は計画図表示のとおり」



理 由

本市の粟生間谷東八丁目（大阪大学箕面キャンパス跡地）

地区は、都市機能の集積が進められる彩都に隣接したポテン

シャルの高いエリアであると同時に、近隣の住環境との調和

が求められるエリアである。

今般、この地域が持つ特性を生かして、より計画的かつ合

理的な土地利用を促進し、周辺地域及び本市全体の魅力向上

に繋げるため、粟生間谷東八丁目（大阪大学箕面キャンパス

跡地）地区において地区計画の決定を行うものである。



２住居

２中高

２住居

１低専

粟生間谷東八丁目地区
地区計画区域

近 商

商 業

総 括 図

Ｓ＝１／１０，０００

令 和 ６ 年 度

北部大阪都市計画

地区計画の決定

(箕面市決定）



施設導入地区

国際教育地区 商業にぎわい地区

地域交流地区

計画図1

令和６年度
北部大阪都市計画
地区計画の決定
（箕面市決定）

Ｓ＝１／２，５００

＜ 凡 例 ＞

地区計画策定範囲 国際教育地区

施設導入地区各地区の区域線

壁面の位置の制限
商業にぎわい地区

地域交流地区



1号公園

1号緩衝緑地

2号緩衝緑地

2号公園

区画道路1号

計画図2

令和６年度
北部大阪都市計画
地区計画の決定
（箕面市決定）

Ｓ＝１／２，５００

＜ 凡 例 ＞

地区計画策定範囲 緩衝緑地

公園区画道路



５ 北部大阪都市計画特別用途地区の変更 素案



北部大阪都市計画特別用途地区の変更（箕面市決定）

都市計画特別用途地区を次のように変更する。

「種類、位置及び区域は計画図表示のとおり」

種 類 面 積 備 考

特別業務地区 約 53.0 ha

箕面市特別業務地区建築条例

（規制内容）

建築制限及び既存の建築物に対す

る制限の緩和

箕面森町広域誘致施設地区

（箕面森町地区）
約 72.0 ha

箕面市箕面森町広域誘致施設地区

建築条例

（規制内容）

建築制限及び建築物に対する制限

の緩和

居住環境保全地区 約 1605.8ha

箕面市居住環境保全地区建築条例

（規制内容）

建築制限

合 計 約 1730.8 ha



理 由

本市は住宅都市としての居住環境の維持を図るため、商業系用

途地域を除く用途地域において特別用途地区（居住環境保全地

区）を設定しているが、川合・山之口地区の一部において第二種

中高層住居専用地域が設定されたため、本地区の一部に特別用途

地区（居住環境保全地区）を追加する。

また、粟生間谷東八丁目（大阪大学箕面キャンパス跡地）地区

においてより計画的かつ合理的な土地利用を促進し、周辺地域及

び本市全体の魅力向上に繋げるため、用途地域の変更を行うのに

合わせて、本地区に設定されている特別用途地区（居住環境保全

地区）を廃止するものである。



特別用途地区指定箇所

地区の種類 居住環境保全地区

用途地域

（容積率 / 建ぺい率）
第二種中高層住居専用地域 （200 / 60）

制限する用途 住宅宿泊事業法（平成 29年法律第 65号）第 2条第 5項の届出住宅



２中高

粟生間谷東八丁目地区
地区計画区域

商 業

１低専

谷東

２住居

総 括 図

Ｓ＝１／１０，０００

令 和 ６ 年 度

北部大阪都市計画

特別用途地域の変更

(箕面市決定）
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６ 都市景観形成地区の指定（粟生間谷東八丁目（大阪大学箕面キャンパス

跡地）地区） 素案
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